
第１号様式（第２条関係） 

個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 収滞納管理システムファイル 

行政機関等の名称 読谷村 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
読谷村総務部税務課、健康福祉部健康保険課 

個人情報ファイルの利用目的 

収滞納管理システム事務における国民健康保険税、住民税等

の収納、調停、還付等、証明書の発行管理等のために利用す

る。 

記録項目 

1 個人番号、2 氏名、3 住所、4 統一個人番号、5 世帯番号、

6 統一法人番号、7 生年月日、8 性別、9 通知書番号、10 事

業所番号、11 延滞金情報、12 督促料、13 報奨金、14 収納

額、15 未納額、16 滞納情報、17 返戻・公示情報、18 督促

停止取消日、19 催告停止取消日、20 領収日、21 納付額、

22 還付情報、23 充当済額、24 訪問日、25 分納情報、26 郵

便番号、27 照会書情報、28 電話番号、29 本籍地、30 登記

嘱託書情報、31 請求書情報、32 換価財産情報、33 捜索情

報、34 猶予期間、35 証券番号、36 相続情報、37 執行停止

事由、38 不納欠損事由、39 預貯金情報、40 保険情報、41 電

話加入権情報、42 不動産（土地）情報、43 債権情報、44 年

金情報、45 自動車情報、46 口座情報、47 公売情報、48 財

産情報、49 交渉情報、50 法人税情報、51 不納欠損額、52 時

効中断年月日、53 繰越年月日、54 納通発送年月日、55 時

効年月日、56 収納関係情報、57 滞納関係情報、58 消込関

係情報、59 還付充当関係情報 

記録範囲 
住民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税及び後期

高齢者医療保険料の課税（賦課）対象となる者 

記録情報の収集方法 本人、官公署等 

要配慮個人情報が含まれるときは、そ

の旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 官公署等、システムの環境提供及び保守を行う業者 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

読谷村総務部総務課 

（所在地）〒904-0392  沖縄県読谷村字座喜味 2901 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 
☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 



政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
－ 

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名称及び所在地 
－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間 
－ 

記録情報に条例要配慮個人情報が含ま

れているときはその旨 
－ 

備   考 

 

 


